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１．電子帳簿保存法とは

各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で
電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、以下の３種類に区分されています。

出典：マネーフォワードHPより

①電子帳簿等保存

電子的に作成した国
税関係帳簿、決算関係
帳簿、取引関係書類を
紙ではなくデータのまま
保存すること。

②スキャナ保存
紙で受領・作成した書

類をスキャン画像で保
存すること。

③電子取引保存
電子的に授受した取

引情報をデータで保存
すること。
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２．WILLとの関連

（１）電子帳簿等保存

WILLは電子帳簿等保存の要件は満たしておりません。（※1）
しかし、今回、一部において電子帳簿等保存に対応しました。
（※2）

（２）スキャナ保存
WILLはスキャナ保存の要件は満たしておりません。

（３）電子取引保存
WILLは電子取引の要件は満たしておりません。

…△（一部対応）

…✕（非対応）

（※1）JIIMA認証
JIIMA認証は、日本文書情報マネジメント協会が電子帳簿保存法の法的要件を満たしている
と判断したソフトウェアやサービスを認証する制度です。
残念ながらWILLはこれを取得できるレベルの法的要件を満たしておりません。

（※2）WILLでの対応
WILLで作成する取引関係書類（見積書、請求書、納品書、領収書など）が対象です。
今回、請求書・納品書・支払明細書・注文書についてＰＤＦ出力に対応しました。
また、これら書類はデータのまま保存し、必要な時に印刷/PDF出力することもできます。
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３．WILLでのPDＦ出力対応

（１）ＰＤＦ出力対応

WILLに標準で搭載している帳票（請求書、納品書、仕入明細、注文書）はPDF出力に対応しました。
（お客様専用にカスタマイズした帳票のPDF出力対応は作業費が発生することがあります）

PDF出力フォルダ

注文書、仕入明細書、
仕入先からの請求書、領収書

・請求書
・納品書
・仕入明細
・注文書

〔全社電子帳簿保存フォルダ〕（※）

WILL

例：売上用（2024年度）

例：仕入用（2024年度）

見積書、請求書、納品書、領収書

手動コピー

手動コピー

（※）必要に応じてお客様自身で保存場所を作成してください

各種設定
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３．WILLでのPDＦ出力対応

（２）ＰＤＦ出力非対応

前述のPDF出力対応帳票以外、例えば見積書、領収書などはPDF出力に対応していません。
この場合はWindows標準あるいはサードパーティ製のPDF出力機能をご利用ください。

②Microsoft Print to PDF

③出力フォルダ選択

④出力ファイル名入力

➀印刷ボタン
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スキャナ保存、電子取引は、国税庁のルールに則った「データ保存」要件が必要になります。
そして、この「データ保存」要件として、改ざん防止の措置が求められます。
改ざん防止の措置として、下記表のNo1からNo4のいずれかを導入する必要があります。

No 項目 備考

１ タイムスタンプが付与されたデータを受領 タイムスタンプ事業者のサービス

２ データ受領後に速やかにタイムスタンプを付与

３ データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは
訂正削除ができないシステムを利用

電帳法対応のクラウド型データ管理サービス

４ 訂正削除の防止に関する事務処理規定（※1）を策定、運用、備付 索引簿（EXCEL等）+左記の既定

（※1）訂正削除の防止に関する事務処理規定は国税庁HPにサンプルが掲載されています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Flaw%2Fjoho-zeikaishaku%2Fsonota%2Fjirei%2Fword%2F0021006-031_d.docx&wdOrigin=BROWSELINK

４．改ざん防止の措置について

（No1、No2）
保存データにタイムスタンプを付与する仕組みです。「タイムスタンプ事業者」に費用を払い、データに

タイムスタンプを付与してもらう運用です。これは、とても敷居が高い仕組みと言えます。

（No3）
最近テレビCMでよく耳にする「電帳法対応のクラウド型データ管理サービス」を利用する運用です。

導入は容易で、工数の削減効果も高いと思いますが、費用は掛かります。

（No4）
費用を掛けないで「データ保存」の仕組みを手作りすることも可能です。
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（１）電子帳簿等保存法とは

出典：国税庁HPより

５．参考

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
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（２）電子帳簿等保存 （1/2）

出典：国税庁HPより

５．参考
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（２）電子帳簿等保存 （2/2）

出典：国税庁HPより

５．参考
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（３）スキャナ保存 （1/2）

出典：国税庁HPより

５．参考
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（３）スキャナ保存 （2/2）

出典：国税庁HPより

５．参考
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出典：国税庁HPより

（４）電子取引 （1/3）
５．参考
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出典：国税庁HPより

（４）電子取引 （2/3）
５．参考
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出典：国税庁HPより

（４）電子取引 （3/3）
５．参考


